
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

2018年度 事 業 報 告 書

N20法人z2卜纏昼上すけあいワーカーズエプロン

1 事業の成果   (())内番号は定款第 5条 と同じ)

(1)家事および介助・介護等自立援助に係る事業、保育に係る事業

<ACT提携自立援助サービス・独自サービス>

実績時間数  1877Ю 時間 (計画対比 860% 前年対比 88.2%)

自立援助サービスの時間数は前年対比 88.2%に とどまった。昨年同様、定期的にご利用下さった

方の入所、死亡があったことと、秋に料金改定があり利用依頼も減ったことが要因である。

く練馬区委託ひとり親支援、育児支援、子育てスター ト応援券>

実績時間数 2632時間 (計画対比 146.2% 前年対比 187.6%)

今年度から育児支援・応援券ケアに資格がないヘルパーも従事できるようになった。その結果依頼

に対応できる人員が増え時間数を伸ばすことができた。ひとり親支援の依頼も増え、長時間の子ども

の見守りを行った。

(2)介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防 。日常生活支援総合事業、

地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業

<訪問介護事業、介護予防日常生活支援総合事業>

実績時間数 介護保険 5260.3時間、総合事業 1467.7時間  合計 672&0時間

(計画対比 87.6% 前年対比 89.3%)

入院・入所死亡が重なり、計画・前年対比とも80%台に留まった。また訪問介護事業全体にいえ

ることだが、ヘルパーの高齢化・体調不良により以前より労働時間数が減つていることも要因で

ある。

<地域密着型サービス事業>

営業日数 308日  登録人数 32名  1日 平均利用 11.2人 延べ利用者数 3453人 稼働率 86.2%

計画は達成できた。入院などで欠席が多い日はケアマネに空き情報を提供し、どの曜日もほぼ定

員を満たすことができた。

<居宅介護支援事業>

利用者数 介護保険 延べ 869件  要支援 延べ 281件  認定調査 125件

(計画対比 介護保険 949%  要支援 117.1%)

4月 、9月 と介護支援専門員が退職し、4人体制となった。増員ができなかったことから各支援員

の負担が増えてしまった。

(3)障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業、特定相談支援事業、地域生活支援事業におけ

る移動支援事業



<障害福祉サービス事業>

実績時間数  38948時 間  (計画対比 85.4% 前年対比 91.7%)

障害福祉の時間数も利用者の入院・死亡・他事業所への移行等により時間数を増やすことができ

なかった。利用が終了してもヘルパー不足により新規の利用者を増やしていくことが困難だった。

<特定相談支援事業>

今年度は行つていません。

<地域生活支援事業における移動支援事業>

実績時間数  2298.4時間 (計画対比 958% 前年対比 83.2%)

ほぼ計画通りの時間数を達成することができた。依頼はそれほど多くはなかったが、早朝や休日

の依頼は断ることがあった。

(1)～ (3)の事業共通

2018年度は働き手の高齢化と体調不良がさらに進み、訪間介護の時間数はさらに減少した。

2019年度も時間数の減少はやむを得ない状況にある。

(4)通所サービスに係る事業

<練馬区委託事業 いきがいデイサービス「雀・健・ポン」>

年間 51回開催 平均出席者 16名  3月 末在籍者 20名

毎週水曜日、東大泉地区区民館にて定員 20名 で健康麻雀をメインに行った。その他に 1～3週 目に

は「ねりまゆる×らく体操」を、4週 目にはお回の体操を行った。

2018年度は事業継続の為、区へのプロポーザルがあったが、無事受話することができた。

<練馬区委託事業 いきがいデイサービス「すみれ」>

年間 49回開催 3月 末在籍者 7名

毎週木曜日、石神井敬老館にて定員 9名 で行った。従来のプログラムに加え、新しい「カー

リング」も人気を得ている。

く練馬区委託事業 いきがいデイサービス「サクラの会」>

年間 51回開催 3月 末在籍者 9名

毎週水曜日、南田中敬老館にて定員 10名 で行った。外部講師によるプログラムを継続し、内容も充

実し好評を得た。従来のプログラムも工夫を重ね、楽しんで頂けた。

<練馬区補助事業 食のほっとサロン「たまり場ピンポン」>

年間 24回開催 平均出席者 3名 3月 末在籍者 12名

第 1、 3火曜日にエプロン関町にて行った。年間を通して出席者が少なく、計画したプログラムを行

う事が困難だった。その中でも「食中毒」「防災」「味下」のミニ講座は好評だった。2018年度は地

域包括支援センター等からの紹介で新入会者が 6名 あった。

(5)非常時の経済支援に係る事業

<NPOACT提携非常時経済支援事業>

少額短期保険募集人がエプロンエ リアのACT会員に働きかけた。10月 に 「中央労働金庫」の方を

招いて「ライフプラン講座」を開催 した。



(6)地域福祉に関する市民の啓発と人材養成を図る事業

<相談情報ひろば事業 ちょっと・ホッと>
エプロン事務所 1階のスペースで月曜～金曜、月 1回 日曜開催で年間 268日 開催した。

麻雀と絵手紙で合わせて 1298名 の参加、喫茶ちょつと・ホッとには 59名 の参加があった。

社会福祉協議会主催の情報交流会や練馬区のイベントに参加協力した。

<地域交流事業>
2018年度は「地域に開かれた集い」「おしゃべリカフェ」「エプロンまつり」「おわんの会」を行っ

た。

・地域に開かれた集い 於 :ゆ めりあホール

1月 27日 (日 )  14:00～ 16:00   内容 :「ハンドベルコンサー ト」  参加者 140名
。おしゃべリカフェ

7月 22日 (日 )  10:00～ 14:00   内容 :「 タオルわんこ作り」 於 :エプロンデイルーム

10月 20日 (日 ) 13:00～ 16:00   内容 :「小物作り」      於 :エプロン関町

・エプロンまつり   於 :エプロンデイルーム

7月 22日 (日 )  10:00～ 14:00

外で地場野菜、ラムネ、地域の福祉作業所生産品を販売、デイルームにてエプロン内サークル活

動の展示・販売、喫茶コーナーを開催 した。

・おわんの会     於 :エプロン関町

年間 22回、廉価で昼食を提供 した。エプロン関町で昼食を摂 られる方に「せめて温かい味噌汁を

提供できれば」という思いから始まった。食材の寄付もあり、好評を得ている。

(7)寄付された物品等のリユース、リサイクルを促進する事業

<ツ サイクル事業>
エプロン関町にて月曜～土曜、年間 266日 、10:00～ 17:00で開店 した。2018年度はエプロン関町ま

つ りを 4月 14日 、10月 20日 に開催。コーヒー喫茶、バザー、手作 リコーナー等を設け、地域の方

と賑やかに交流 し、来場者から好評をいただいた。

また練馬区主催の 「街かどケアカフェ」に参加が決定し、地域の方にアピールができた。

(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

現在活動 していない。



2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 107,495 】千円)

足款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

(1)家 事 お よ

び介助・介護

等自立援助に

係る事業、保

育に係る事業

(ACT提携 自立援助サ

ー ビス事業)

高齢者、障害者、病者、

産前産後の女性などヘ

の家事援助、介護、保

育などへの自立援助活

動

(独 自サービス)

(練馬区委託事業)

産前・産後の家事援助

ひとり親家庭での保育

月～金

8:00～ 18:00

(必 要 に応 じ土

日祭 日、夜間、

早朝)

同上

月～金

8:00～ 17:00

7:00～ 19:00

利用者宅

(外 出付 き

添 い を 除

く)

同上

同上

同上

39人

25人

18人

一般市民で

会の趣旨に

賛同したも

の

公的サービ

ス利用者

練馬区在住

支援が必要

な方

のベ

290人

のベ

102人

のベ

48人

5,605

(独 自サ

ー ビ ス

含)

788

(2)介 護 保 険

法に基づく訪

問介護事業、

介護予防 。日

常生活支援総

合事業、地域

密着型サービ

ス事業、居宅

介護支援事業

訪問介護サービス、総

合事業訪問型サービス

提供

地域密着型通所サービ

ス提供

居宅介護支援サービス

提供

8:00～ 18:00

(必要に応 じて

夜間・早朝〉

月～土

9:00～ 17:00

月～金

9:00～ 18:00

(必要に応 じ夜

間・早朝)

被保険者宅

(外出付き

添いを除

く)

エプロンデ

イルーム

被保険者

宅、支援事

業所他

56人

24人

4人

介護保険要

介護認定者

要支援認定

者

介護保険要

支援・要介

護認定者

介護保険要

介護・要支

援認定者

のベ

577人

の ベ

363人

のベ

377人

のベ

1134人

20,423

(総合事

業含む)

37,587

12,317

③ 障 害者 総

合支援法に基

づく障害福祉

サ ー ビ ス 事

業、特定相談

支援事業、地

域生活支援事

業における移

動支援事業

障害福祉サービス(居

宅介護・重度訪問介

護・同行援護)提供

特定相談支援サービス

提供

移動支援サービス提供

8:00～ 18:00

(必要に応 じ夜

間、早朝)

行 な っ て い な

い

8:00～ 18:00

(必 要 に応 じて

夜間、早朝)

障害福祉サ

ービス利用

者宅(外出

付き添いを

除く)

外出付き添

い

40人

37人

障害福祉サ

ービス受給

者

地域生活支

援サー ビス

受給者

のベ

533人

のベ

270人

11,763

7,208



定款に記載さ

れた事業名
事業名 日時 場所

従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

(千円)

(4)通 所サー

ビスに係る事

業

(練馬区委託事業 い

きがいデイサービス)

虚弱またはひきこもり

がちな高齢者で介護保

険に基づく要介護認定

を受けていない方へ、

生きがい、趣味活動、

食事の提供

(練馬区委託事業 食

のほっとサロン)

地域に暮らす高齢者を

対象に、健康を保つた

めの活動、美味しく楽

しい会食を提供

毎週水曜 日

9:00～ 12:00

9:30～ 12:00

毎週木曜 日

9:30^ウ 12:00

月 2回第 1、 3

火曜日

11:30～ 15:00

東大泉地区

区民館

南田中敬老

館

石神井敬老

館

エプロン関

町

9人

10人

10人

7人

特定高齢

者、虚弱ま

たは引きこ

もりがちな

高齢者

一般市民で

会の趣旨に

賛同したも

の

のベ

807人

のベ

395人

の ベ

325人

のベ

70人

1,807

1,169

1,120

685

(5)非 常時の

経済支援に係

る事業

(ACT提携)

アビリティ共済の情報

提供

通年 エプロン事

務所

1人 ACT会員お

よび一般市

民

16

⑥ 地域福祉

に関する市民

の啓発 と人材

養成を図る事

業

(練馬区相談情報ひろ

ば事業 ちょっと・ホ

ッと)

地域の身近な相談窓口

として情報を提供。曜

日ごとに趣味のプログ

ラムを実施。

地域の人々との交流を

深める活動

r1:lE,*)9

お しゃべ リカフェ

地域に開かれた集い

おわんの会

月～金

10:30～ 16:30

月 1日 曜

11:00～ 14:00

7月 22日 (日 )

10:00～ 14:00

10月 20日 (日 )

13:00～ 16:00

1月 27日 (日 )

14:00～ 16:00

月 2回

12:00^ウ 14:00

エプロン事

務所 1階

エプロン

デイルーム

エプロン

関町

ゆめりあ

ホール

エプロン関

町

10人

40人

10人

10人

6人

一般市民

一般市民

一般市民

一般市民

一般市民

の ベ

3011人

60人

140人

2,984

1,025



定款に記載 さ

れた事業名
事業名 日時 場所

従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

(千 円)

(7)寄付され

た物品等のリ

ユース、 リサ

イクルを促進

する事業

寄付された品物のリユ

ース、リサイクルを進

める活動

月～土

10:00～ 17:00

エプロン関

町

13人 一般市民 2,998

(8)そ の他、本

会の目的を達

成するために

必要な事業

行なっていない

(2)そ の他の事業 な し



13 28

2018年度 活動計算書

2018 年  4 月 1 日か ら 2019 年  3 月 31 日まで

収益

2

受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取寄附金
受取寄附金

受取助成金等
相談情報ひろば事業補助金
練馬区非営利地域福祉活動補助金
食のほっとサロン事業補助金
アビリティクラブたすけあい助成金
事業収益
家事および介助・介護等 自立援助に係る
事業、保育に係る事業収益

3

4

介護保険法に基づ く訪問介護事業、介護予防
・ 日常生活支援総合事業、地域密着型サービ

事業、居宅介護支援事業収益

障害者総合支援法に基づ く障害福祉サービス

事業、特定相談支援事業、地域生活支援事業
における移動支援事業収益

通所サービスに係 る事業収益

非常時の経済支援に係る事業収益

地域福祉に関する市民の啓発 と人材養成を図
る事業収益

寄付された物品等の リユース、 リサイクルを
促進する事業収益

その他、本会の目的を達成するために必要な
事業収益

5 その他収益
受取利息
雑収入

経常収益計
Ⅱ 経常費用

1 事業費
(1)人件費

給料手当
賞与
法定福利費
福利厚生費
人件費計

(2)そ の他経費
食材料費
コミ活謝金
謝金
印刷費
会議費
旅費交通費
車輌費
広告宣伝費

NPO法人アク ト練馬たすけあいワーカーズエプロン

:円

2,657,963
3,261,285
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科
「日 金 額

107,000
237.000

4,257,010
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25,799,039

4,748,360
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130
6.868

4,163,270

116,856,528

6.998

344,000

597,000

967 796121

71,856,108
2,951,329
6,857,210
1.376.980

83.041.627

00
49
69
25
46
60



通信費
消耗品費
修繕費
機器保守管理費
水道光熱費
地代家賃
リース料
会場費
減価償却費
保険料
諸会費
租税公課
教育研修費
支払手数料
渉外費
雑費
その他経費計

事業費計
2 管理費

(1)人件費
役員報酬
給料手当
賞与
法定福利費
福利厚生費
人件費計

(2)そ の他経費
謝金
印刷費
会議費
旅費交通費
広告宣伝費
通信費
消耗品費
修繕費
機器保守管理費
水道光熱費
地代家賃
リース料
会場費
減価償却費
保険料
諸会費
租税公課
教育研修費
支払手数料
寄付金

渉外費
その他経費計

管理費計
経常費用計

当期経常増減額
経常外収益

経常外収益計
経常外費用

経常外費用計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額

970,908
1,833,866
409,795
198,082

1,595,538
7,804,248

641,202
34,700

414,448
630,029
264,675
407,498
203.302
458.3181
32,2041

32 797

107,495,134

95 397
121 790 531

Ⅲ
　

Ⅳ

24.453.507

1,072,410
8,070,707

266,798
1,375,947

86,912
10.872.774

94,000
77,673
5,100

20,433
16,540

187,743
285,322
21,467
3,338

86,659
633,672
146,444
6,000

208,775
13,601

379,075
52
50
04
00
75

０

２

７

０

６

１

　

７

２

２

９

２

3,422.623

177,265

0

0

177,265
70,000
107,265

27,732.569
27.839.834正



書式第 15号 (法第28条関係)

2018年度 貸借対照表

2019年  3月  31日 現在

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

(単位 :円 )

科 目 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

未収金

前払費用

仮払金

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

建物付属設備

電話加入権

出資金

保証金

長期前払費用

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

未払法人税

未払消費税

預 り金

流 動 負 債 合 計

計負  債  合

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

16,023,253

17,281,398

51,480

269,772

33,625,903

4,213,964

37,839,867

985,864

144,600

150,000

2,650,000

283,500

8,351,217

70,000

384,300

1,194,516

10,000,033

27,732,569

107,265

10,000,033

27,839,834

37,839,867



2018年度 計算書類の注記

NPO法 人アク ト練馬たすけあいワーカーズエプロン

N∞法人会計基準協議会)に よっています。

重要な会計方針

計算言顆の作成は.NЮ 法人会計基準 (2010年 7月 20日

(1)固定資産のほ価償却の方法
有形固定資産は.定 零法で償却 しています .

長期前払費用は.定額とで償却 しています .

(2'消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込処理によっています .

20H■ ll月 20日 一部改正

2  事業別慣益の状況

使途等が制槌 れた寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳 (正吠財産の増減及び残高の状況)は 以下の通りです

.

当法人の正去財産は27.339.834円 で.そのうち■途が特定された財産は0円 です .

したがつて.使途が制約れ ていない正味財産は27.839.334円 です .

内  容 期 首茂局 当翔増 加額 当期減少額 如未残 高 偏  君

捩馬区非営利地域福祉活動補助金
は 馬区より)

食のほぅとサロン事業榊 h金

は 馬区より)

相談情報ひろば事業補助全
は 馬区より)

ACTお しゃべリカフェ助咸金
(アピツティクラブたすけあいより)

当期に受けた交付補助金 l.500.0∞ 円を全額 自費サービス事業の経費として
使用しました。

当期に受けた交付補助全 149.350円 を全額食のほぅとサロン事業の経費として
使用しました.

当期に受けた交付補助金2.503.920円 を全額相談情報ひろば●業の経■として
使用しました.

当期に受けた交付助成金 10.000円 を全額地域交流事業おしゃべリカフェの経費
として使用しました。

合  計

4  固定資この増減内訳

科 目 取 得 減 少 減伍億〕累計額

有形固定貫産

建物付属設備
無形固定資産

電話加入権
投資その他の資産

差入保証金
出資金
又朗前私費用

合計

役員及びその近親者 との取引の内容
役員及びその近親を との取引は以下の通 りです .

ヽ 日
計算 薔順 に 計
上 され た金額

内役 員及 び近
景者 との最 引

(活動計算書 )

贄助会員受取会彙
受取7付金
消耗品費 (と )

文払手数料 (注 )

活動計算書計

(注 ) 事業費

科 目

字事および介
助 .介 ■年自立

暖助に係る事

業.屎■に係る

0桑

介譲保険法にな
づく訪 1.1介議事

業.介護予防・

日常生活支曇●
合事業.地域薔
を型サービス専
彙.=宅介籠支

援事業

障
=看

絶合支援
法に基づ く障害
福祉サー ビス事
業.特定相談支
援事業 地域生

活支援事業にお
ける移動文授事

業

通所サー ビスに

係る事業

非常時の経済支
援に係る事業

地域福祉に関す

る市民の著発と
人材姜咸錮 る

事業

寄付された物品

等のリユース.

リサイクルを促

遣する事業

事業部 門計 管理部門 合 計

その他特定非普利活動法人の資産.負 債及び正味財産の状態並びに正末財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1)事業費 と管理費の■分方法
複数事業の共通費の検分方法については.地代家贅は面積接分.消 耗品■ .水 道光熱費等は従す割合によっています .

(2)その他の事業に係る目産の水況

その他の事業は行つてお りません .



式 17号 (法第 28

2018年度 財産目録
2019年 3月  31日 現在

NPO法人アク ト練馬たすけあいワーカーズエプロン

科 目 金 額

33,627,423

4,213,964

37,841,387

10,001,553

27,839,834

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

手元現金

みずほ銀行大泉支店普通預金

みずほ銀行石神井支店普通預金

ゆうちょ銀行振替口座

ゆうちょ銀行総合口座

JA東京あおば

未収金

国保連

練馬区

利用者

前払費用

関町火災保険

産業医報酬

仮払金

デイサービス・ コミュニティ活動事業費

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

建物付属設備

デイルーム改装工事・看板等

電話加入権

石神井2台 関町1台

出資金

コミュニティパワーバンク

保証金

石神井事務所保証金
エプロン関町保証金

長期前払費用

石神井事務所更新料

固 定 資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

人件費未払金

3月 分消耗品費・支払手数料等

未払法人税

未払消費税

預 り金

社会保険料預り金

源泉所得税預り金

住民税預 り金

その他

流 動 負 債 合 計

資 産 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産

151,205

8,315,574

5,043,261

1,326,306

1,152,956

33,951

14,204,379

1,835,838

1,241,181

1,850,000

800,000

6,941,134

1,411,603

70,000

384,300

269,772

985,864

144,600

150,000

283,500

23,000

30,000

855,921

199,767

121,100

17,728

10,001,553



書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

2018年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事来年度における報酬の有無を

“

載した名簿)

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)
氏   名

1 延)・ 監事
イ トウヒロエ 2018年

2019年

4月  1日

3月  31日

2018年

2019年

4月  1日

3月  31日伊藤 裕重

2

⌒

亀鼻・監事
スズキケイコ 2018年

2019年

4月  1日

3月  31日

年

年

月

月

日

日鈴木 けい子

3
′
~ヽ

建算・監事
カ トウチカコ 2018年

2019年

4月  1日

3月  31日

年

年

月

月

日

日加藤 千賀子

4 ・監事
ナガヤマケイコ 2018■■

2019年

4月  1日

3月  31日

年  月  日

年  月  日永山 啓子

5
/~ヽ

建夢・監事
ショウジ トモコ 2018年

2019年

4月  1日

3月  31日

年

年

月

月

日

日東海林 智子

6 0・監事
コメノアキコ 2018年

2019年

4月  1日

3月  31日

年

年

月

月

日

日米納 晶子

7

′
~ヽ

に,・ 監事
サ トウミユキ 2018年

2019年

4月  1日

3月  31日

年

年

月

月

日

日佐藤 美由紀

8
⌒

鯉差・監事
ミヤカワヒロ 2018年

2019年

4月  1日

3月  31日

年  月  日

年  月  日官川 比呂子

9
⌒

鼈ま・監事
イガリヒデノ 201811ユ

2019年

4月  1日

3月  31日

年 月

月

日

日年猪狩 英則

10 ○理 事

エンドウヨリ 2018年

2019年

4月  1日

3月  31日

年

年

月

月

日

日遠藤 頼子

′
~ヽ

C,声



書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

11
/~ヽ

理事・覧夢

タカライシゲオ

宝井 繁夫

2018年

2019■■

4月  1日

3月  31日

年
　

年

月

”
月



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

NPO法人アク ト練馬たすけあいワーカーズエプロン

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 榎本 史子

2 松本 一江

3 中村 和子

4 松野 亜矢子

5 斉藤 理子

6 八日 由紀子

7 松本 恵子

8 剣持 晋介

9 福田 伸子

10 校條 孝子

11 加治 淳子

12 ―ノ瀬 裕子




